
北海道知事　鈴木　直道
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(３) 畜産環境対策推進体制支援事業

(６) 地域活性化施設（肉用牛・酪農重点化
枠の場合に限る。）

(１) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等
事業実施要領（以下「実施要領」とい
う。）別紙１第５に定める新たに畜産
を開始する者等に貸し付ける場合

家畜飼養管理施設等 別に指示する様式

　　 令和４年７月１日

(４) 畜産物加工施設等

(５) （１）～（４）の施設等の補改修

(２) 家畜排せつ物処理施設等

(３) 自給飼料関連施設等

交 付 申 請 書 の 提 出
部 数 、 提 出 期 限 及
び 提 出 先

　　令和４年北海道告示第10530号（令和４年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率の決定）の一部を次のように改正する。

(１) 畜産・土づくり堆肥生産流通体制支援
事業

(２) 畜産・土づくり施設等導入支援事業

(２) 次に掲げる場合の家畜の購入に要する
経費

　実施要領別添３に定める肉用牛・酪
農重点化枠における別添３の第２の
（２）に定める中心的な経営体等が家
畜を購入する場合

　実施要領別添４に定める中山間地域
優先枠における別添４の第２の４に定
める場合で家畜を継承し、購入する場
合

(１)

　地域ぐるみで畜産の収益性
の向上を図るための取組に必
要となる施設・設備の整備等
に対し、予算の範囲内で補助
する。

農政第20号様式

総合振興局長
又は振興局長
（全道の区域
にわたり事業
を行う団体が
実施する場合
を除く。）

農政第18号様式 農政第31号様式 提出期日 別に指示す
る日

総合振興局
又は振興局
（全道の区
域にわたり
事業を行う
団体にあっ
ては、農政
部生産振興
局畜産振興
課）

（申請者が市町村
である場合を除
く。）

農政第177号様式

提出先

農政第177号様式

農政第32号様式

補助金等の交付
に関する権限の
委 任

摘　　要

　畜産・酪農収益力強化整備
等特別対策事業

市町村
畜産クラスター
協議会
畜産を営む者及
び地方公共団体
又は生産者団体
の他、１者以上
の異なる役割を
担う者が参加す
る協議会（補助
対象経費の３の
取組に限る。）

　補助対象者が畜産・酪農収益力強化整備等
特別対策事業を行う場合又は市町村が畜産・
酪農収益力強化整備等特別対策事業を行う畜
産クラスター協議会等に補助する場合におけ
る当該事業に要する経費又は当該補助の対象
となる経費のうち次に掲げるもの

１、２、３の(２)
及び(４)、４
２分の１以内
（ただし、２の導
入する家畜１頭あ
たりの補助額の上
限は、妊娠牛につ
いては27.5万円、
繁殖に供する雌牛
については17.5万
円、繁殖に供する
雌豚については4.0
万円とする。）

３の(１)及び(３)
定額
（ただし、３の
(１)における堆肥
造立機等の導入に
必要な経費は２分
の１以内とす
る。）

農政第14号様式 農政第29号様式 提出部数

補　助　率　等
交 付 申 請 書 に 添 付
す べ き 関 係 書 類

実績報告書に添付す
べ き 関 係 書 類

　家畜の導入に要する経費のうち次に掲
げるもの

　畜産・酪農収益力強化に資する施設等
の整備に要する経費

１部

畜産環境対策関連施設等導入支援事業

北海道告示第10950号

(農政部所管分その４)
補 助 金 等 を 交 付 す る 事
務 又 は 事 業 の 名 称 及 び
そ の 目 的 又 は 趣 旨

補 助 対 象 者 補　助　対　象　経　費

(４)

(７) 放牧関連施設（飼料増産優先枠の場合
に限る。）

３　畜産環境対策に資する取組



４

(４) 収穫機械専用アタッチメント

　自給飼料生産利用拡大に資する機械装
置導入に要する経費

播種機械

　地域ぐるみで畜産の収益性
の向上を図るための取組に必
要となる施設・設備の整備等
に対し、予算の範囲内で補助
する。

総合振興局長
又は振興局長
（全道の区域
にわたり事業
を行う団体が
実施する場合
を除く。）

総合振興局
又は振興局
（全道の区
域にわたり
事業を行う
団体にあっ
ては、農政
部生産振興
局畜産振興
課）

市町村
畜産クラスター
協議会
畜産を営む者及
び地方公共団体
又は生産者団体
の他、１者以上
の異なる役割を
担う者が参加す
る協議会（補助
対象経費の３の
取組に限る。）

１、２、３の(２)
及び(４)、４
２分の１以内
（ただし、２の導
入する家畜１頭あ
たりの補助額の上
限は、妊娠牛につ
いては27.5万円、
繁殖に供する雌牛
については17.5万
円、繁殖に供する
雌豚については4.0
万円とする。）

３の(１)及び(３)
定額
（ただし、３の
(１)における堆肥
造立機等の導入に
必要な経費は２分
の１以内とす
る。）

(１)

(５) その他知事が特に認める機械・設備

(２) 収穫機械

(３) 梱包機


